
 

 

【通知】指定障害福祉サービス事業所の指定の取消しについて 

 

 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年 11 月７日

法律第 123 号）第 50 条第１項の規定により、次のとおり指定就労継続支援Ａ型事業所の

指定を取り消した。 

 

 令和７年７月１日 

 

                            神奈川県知事 黒岩 祐治  

 

開設者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 取消年月日 サービスの種類 

株式会社如庵 

代表取締役 仁平 光治 
如庵 

神奈川県海老

名市門沢橋３

－６－21 

令和７年 

６月 30 日 
指定就労継続支援Ａ型 

※詳細は別紙のとおり。 



 

  

別紙詳細 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定就労継続支援Ａ型事業所の指定の取消し処分について 

 

 

 このことについて、当県において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（以下「法」という。）の規定に基づき下記のとおり指定

就労継続支援Ａ型事業所の指定の取消しを行いましたので、通知します。 

 

１ 事業者の名称等 

 法 人 名  株式会社如庵 

 代 表 者 名  代表取締役  仁平 光治 

所 在 地  海老名市門沢橋３－６－21 

 

２ 事業所の名称等 

事 業 所 名  如庵 

 所 在 地  海老名市門沢橋３－６－21 

事業所番号  1414200855 

サービスの種類  就労継続支援Ａ型 

 

３ 指定の取消しの年月日 

  令和７年６月30日  

 

４ 指定の取消しの理由 

（１）人格尊重義務違反 

・法人代表者が予告なく事業を放棄した結果、令和６年８月22日からサー

ビスの提供が停止され、利用者は自宅待機を余儀なくされた。 

その結果、利用者及び従業員の就業生活、経済生活を脅かし、さらに

サービスの提供終了時の利用者又はその家族に対する適切な支援等を行

わなかった。 

・法人代表者が既往の労働の対償たる賃金を利用者及び従業員に支払っ

ておらず、当該行為が契約違反にとどまらず、労働基準法第24条（賃金

の支払）の規定に反する悪質な行為かつ障害者の人格を尊重していない

行為を行った。 



 

（２）人員基準違反 

・令和６年９月１日以降、管理者及びサービス管理責任者を配置せず、人

員基準を満たす配置をしていないことを知りながら対応を怠っていた。 

 

（３）運営基準違反 

・法人代表者が予告なく事業を放棄した結果、令和６年８月22日からサー

ビスの提供が停止され、利用者は自宅待機を余儀なくされた。 

その結果、利用者及び従業員の就業生活、経済生活を脅かし、さらにサ

ービスの提供終了時の利用者又はその家族に対する適切な支援等を行わな

かった。 

 

（４）監査等の妨害・忌避 

・令和６年９月20日に県が行った監査への対応に代表者が応じず、法の規

定による検査を妨害及び忌避した。 

 

（５）法人による指定障害福祉サービスに関する不正又は著しく不当な行為 

・支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービスに要した費用につ

いて支給することとされている訓練等給付費を事業者が代理受領すること

で事業所の運営費用に充てていたが、代表者はその一部を指定障害福祉サ

ービスに要した費用以外に流用していた。 

                  

５ 欠格事由該当者 

 氏 名  仁平 光治（株式会社如庵 代表取締役） 

        

６ 根拠法令等 

法第50条第１項第３号（人格尊重義務違反） 

法第50条第１項第４号（人員基準違反） 

法第50条第１項第５号（運営基準違反） 

法第50条第１項第８号（検査等の妨害及び忌避） 

  法第50条第１項第11号（法人による不正又は著しく不当な行為） 

 

 

 

 

問合せ先 

 障害サービス課監査グループ 

 音喜多、佐久間 

 電 話 045-210-4736 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-201-2051 

 


